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2025 年 4 月ー法改正対応版 

＜法改正概要＞ 

■ 本書について 

・本書は、厚生労働省から公開された以下の資料を基に法改正の主な内容について記載しています。 

改正内容の詳細については、厚生労働省等のホームページをご覧ください。 

＜資料＞ 

第 239回社会保障審議会介護給付費分科会（web会議）資料 

「諮問書別紙 令和６年度介護報酬改定介護報酬の見直し案」 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001195263.pdf 

 

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（その２）（令和 7年 2月 3日事務連絡） 

Ⅰ介護報酬改定関係資料＞資料２②～④ 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=21332&ct=020050010 

 

・サービスコードについて、本文中は正式名称、表内は省略名称（システムの入力画面の表示名） 

で記載しています。 

 

＜本書で取り扱うマークについて＞ 

･･･ 新設されるサービスコード 

･･･ 廃止されたサービスコード 

･･･ 一部変更となったサービスコード 

 

廃止 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001195263.pdf
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=21332&ct=020050010
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■ 改正内容 

*介護職員処遇改善加算 

「介護職員処遇改善加算 V1～V14」が廃止されました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

処遇改善加算（令和 7 年 4 月から） 

現行 改正後 

処遇改善加算Ⅰ 処遇改善加算Ⅰ 

処遇改善加算Ⅱ 処遇改善加算Ⅱ 

処遇改善加算Ⅲ 処遇改善加算Ⅲ 

処遇改善加算Ⅳ 処遇改善加算Ⅳ 

処遇改善加算Ⅴ1 

 

処遇改善加算Ⅴ2 

処遇改善加算Ⅴ3 

処遇改善加算Ⅴ4 

処遇改善加算Ⅴ5 

処遇改善加算Ⅴ6 

処遇改善加算Ⅴ7 

処遇改善加算Ⅴ8 

処遇改善加算Ⅴ9 

処遇改善加算Ⅴ10 

処遇改善加算Ⅴ11 

処遇改善加算Ⅴ12 

処遇改善加算Ⅴ13 

処遇改善加算Ⅴ14 

○対象サービス･･･ 全サービス 

訪問看護、介護予防訪問看護、 

訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、 

福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、 

居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、 

居宅介護支援、介護予防支援、特定福祉用具販売 を除く 

 

廃止 
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*業務継続計画未策定減算 

「業務継続計画未策定減算」が新設されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*身体拘束廃止未実施減算 

「身体拘束廃止未実施減算」が新設されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*協力医療機関連携加算 

「協力医療機関連携加算」の単位数が一部変更されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体拘束廃止未実施減算（令和 7 年 4 月から） 

身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を減算 

○対象サービス： 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 

短期入所療養介護（老健・療養型・医療院） 

介護予防短期入所療養介護（老健・療養型・医療院） 

特定施設入居者生活介護（短期利用） 

特定施設入居者生活介護（短期利用以外）注 

介護予防特定施設入居者生活介護（短期利用以外）注 

地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用） 

認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

小規模多機能型居宅介護（短期利用・短期利用以外） 

介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用・短期利用以外） 

看護小規模多機能型居宅介護（短期利用・短期利用以外） 

（注） 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護のみ対象。 

 

 

業務継続計画未策定減算（令和 7 年 4 月から） 

業務継続計画未策定減算 所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を減算 

○対象サービス： 訪問介護、訪問型独自サービス 

訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 

訪問看護、介護予防訪問看護 

訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション 

福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

夜間対応型訪問介護 

居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント 

 

 

協力医療機関連携加算（令和 7 年 4 月から） 

現行 改正後 

協力医療機関連携加算 1 100 単位/月 協力医療機関連携加算 1 50 単位/月 

協力医療機関連携加算 2 5 単位/月 協力医療機関連携加算 2 5 単位/月 

○対象サービス：  （地域密着型）介護老人福祉施設（入所） 

介護老人保健施設（入所） 

介護医療院（入所） 
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（このページは空白です） 

 

 
 

 

＜お問い合わせ＞ 

 

 

 

製造・販売：株式会社コンダクト 

ご不明な点等がございましたら、サポートセンターまでお問い合わせください。 
ＴＥＬ ０１２０－０３６－６５３ 

弊社ホームページでも、お問い合わせを受付しております。 
システムより「カスタマサポート」をクリック、または QRコードをスキャン 
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